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売 上 数 値 の 内 容 を チ ェ ッ ク し ま し ょ う   
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経 営 

 ᷾  

 低下したから良くないとも一概には言えませ

ん。不採算事業の整理や商品・サービスの見直し

等、単純に業績の低下とは言えないこともありま

す。低下した要因については正しく検討、分析す

ることが必要です。 

 確認してみるとこれまで考えていた結果と違う

ものが出てくるかもしれません。変化の兆しを次

の一手に活かしていきましょう。 

◆前年同月に比べて単月ではどうか？ 

◆期首から当月までの累計ではどうか？ 

◆増減は一時的なものか？ 

◆同業他社と比較してどうか？ 等 

１．対前年売上高比率を確認してみましょう  

 最新の試算表などの財務データ等から売上に

ついてチェックしてみましょう。 

 売上については、「対前年売上高比率」を確

認します。この比率は、文字通り売上高が前年

と比べてどうであったかを表すものです。 

確認する点については以下の通りです。 

 決算あるいは月次の経営数値を見たとき、売

上の状況はどうでしょうか。実績を予算や前年

実績と比較した際、業績の好不調があるかと思

います。 

 そこで今回は、売上内容を確認するための

チェックポイントについてご紹介いたします。 

（１）上向きの場合 

 単月あるいは累計においても着実に向上してい

れば良いのですが、それで良しとせずにその要因

は何であったのかを考えてみましょう。 

◆外的要因（外部環境の変化によるものか） 

◆臨時的な発生によるものか 

◆これまでの営業活動による結果によるものか 等 

(２)低下している場合 

◆既存の取引先への販売量はどうなっているか 

◆不採算先との取引停止がないかどうか 

◆商品・サービスの見直しによるものなのか 等 

 売上の中身を分析することで何らかの変化の

兆しがつかめ、業績向上へのヒントになるかも

しれません。 

例えば、  

 得意先別、部門別、商品群別に現状を分析し

てみても良いかと思います。 

 業種・業態などにもよりますが、その他変化

の兆しがないか確認してみましょう。 

２．売上内容を分析してみましょう  

◆新商品販売の伸び 

◆販売している商品構成の変化  

◆販売単価の変化   

◆得意先別の販売量の変化 等  

3．売上以外の変化にも注目しましょう  

◆これまで取引のなかった新規顧客や業種など 

 から問い合わせや引き合いが増えてきた。 

◆新規顧客は伸び悩んでいるが、リピーターなど 

 の固定客への売上が回復しつつある。  

◆１件当たりの取扱量、取引金額が増えてきた。 

◆顧客単価は回復していないが、顧客数は回復 

 してきている。 

◆低価格商品よりもワンランク上の価格帯の商品 

 が売れ始めている。 

◆機能性・付加価値の高い商品の売上が伸びて 

 いる。 

◆個人向けの商品は回復していないが、法人 

 向けが売れ始めた。 等         

ɞᾔᵡ˲ӷ˛˲Ϊіɟ 

 売上以外にも利益はもちろん仕入や材料費、

外注費、その他経費についてもチェックするこ

とが必要となります。 

例えば、 

◆仕入れ先等の見直しによるコストダウン 

◆滞留在庫の削減 等  

 反対に、売上が伸びていても原材料費等の値上

がり分を価格転嫁できず、利益率が悪化している

こともありますので、その際は対策が必要です。 
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3.事業年度の途中に役員報酬を減額する場合の注意点  

役員報酬（定期同額給与）の定時改定と臨時改定事由について   
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税 務 

 Ѿ  

 ※一時的な資金繰りの都合や予算を達成でき

なかったといった理由では、やむを得ない事情と

はなりません。 

1.損金算入ができる定期同額給与とは？     

2.役員報酬（定期同額給与）の定時改定の要件とは？ 

定時改定で定期同額給与とみなされる要件 

※株主総会での決議内容を記載した議事録を必

ず作成し保管しておくことが重要です。 

①期首から原則3ヵ月以内（3月決算法人なら   

 6月末まで）に行う改定であること。 

②事業年度内において改定前の毎月の支給額 

 が同額であり、かつ、改定後の毎月の支給額   

 が同額であること。 

 上記の通り定期同額給与の要件は、月々の支

給額が事業年度を通じて原則同額であることで

あり、事業年度の途中に増額や減額をすると原

則としてその一部が損金として認められません。 

 ただし、決算終了後の定時株主総会など毎年

所定の時期に行う改定で、次の要件を満たす場

合には定期同額給与とみなされ全額を損金とす

ることができます。  

 減額後も全額が損金として認められるにはや

むを得ず役員報酬を減額せざるを得ない事情が

ある場合のみとなります。具体的に下記のよう

な事情があげられます。  

 法人税法上、毎月一定額を支給する役員報酬

については、次の要件を満たせば定期同額給与

として損金算入が認められています。  

おわりに 

 役員報酬を改定した際には税務調査等に備え

議事録を必ず作成・保管して下さい。議事録を

作成する上でのポイントにつきましては、前月

号のグローバルでご紹介しておりますので、ご

確認下さい。 

①支給時期が1ヵ月以下の一定期間ごとであること。 

②その各支給時期における支給額が事業年度を                  

通じて原則同額であること。 

定期同額給与の要件 

定期同額給与の支給日が毎月末日の場合 і 

3 Ѐ˫₮ χ Ы̖5 25 ˯ Ӂ

˛ʯ ṓ˲₮ γ̖ 50έ֑ˏ̍60έ֑

˯ὦ ˝̏₮ ₮̖ ˛ˣ総会直後の5

月31日または翌月の6月30日支給分から増

額しても改定前および改定後の支給分ともに

定期同額給与として全額が損金として認めら

れます。 

31 כ ὃḃ 
5/25定時株主総会で改定決議 

5/31支給分から増額 全額損金算入 

4月 5月  6月  7月  8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月  

          
50έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 

6 30 כ ὃḃ 
5/25定時株主総会で改定決議 

6/30支給分から増額 

          

全額損金算入 

4月 5月 6月  7月  8月 9月 10月 11月 12月 1月  2月 3月  

60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 50έ 50έ 

やむを得ず減額せざるを得ない事情とは？ 
①役員の職制上の地位や職務内容の重大な変更 

 があった時（社長から会長となり代表権が無く 

 なった時など）。 

②経営状況が著しく悪化したことにより金融機関 

 との間で借入金の返済期限延長や条件緩和 

 （リスケジュール）をするため、役員報酬を減額 

 しなければならなくなった時。 

③業績・財務状況や資金繰りが著しく悪化したた

め、取引先等からの信用を維持・確保するため

に役員報酬の減額を盛り込んだ経営改善計画

を策定した時など。 

      

₮ 

ᵡ ṓὂ ὃḃ 

全額を 

損金に 

できる 
↑ 

50έ 50έ 50έ 50έ 50έ 50έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 60έ 

4月 5月  6月  7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月  



2016年 4月20日発行 第233号 月刊グローバル 

おわりに 

平 成 ２ ８ 年  各 種 保 険 料 に つ い て 

4 

労 務 

ᴳᵃ   

Ａ．労働保険 

 先月号でお知らせした社会保険料に関する変更以外にも様々な改定がございますのでご確認く

ださい。  

〇雇用保険⇒引き下げとなっています。 

 ＊それぞれの負担は給与総額×保険料率で算出します。 

B．国民年金保険 

〇労災保険 

労災保険料率は業種に応じて2.5/1,000～88/1,000となっており、すべて事業主負担となります。

なお、今年度に関して変更はありません。 

 自営業者の方など厚生年金・共済年金やそれらの方の扶養となっていない第１号被保険者の方

については、国民年金保険料額は前年度より引き上げとなっています。  

平成27年度   平成28年4月（5月末納付）分～ 

15,590円（月額） ⇒ 16,260円 

C.子ども・子育て拠出金（旧：児童手当拠出金） 

 厚生年金保険の被保険者を使用している会社が児童手当の支給に要する費用の一部として負担

している「子ども・子育て拠出金」についても前年度より引き上げとなっています。 

平成27年度   平成28年4月（5月末納付）分～ 

1.5／1,000 ⇒ 2.0/1,000 

＊負担額は厚生年金標準報酬月額×子ども・子育て拠出金率で計算します。 

D.社会保険料 

従前   平成28年度～ 

540万円 ⇒ 573万円 

 平成28年度より標準報酬月額の上限が121万円から139万円へ引き上げられることは先月の月

刊グローバルでお知らせしましたが、標準賞与額についても一部変更がございます。 

 健康保険および介護保険における年度の累計標準賞与額の上限が下記の通り変更となります。

健康保険および介護保険の累計標準賞与額は年度（4月1日から3月31日まで）の累計で考えるこ

ととなります。 

 先月号でお知らせした健康保険料率の変更と合わせるとこの時期の変更は数多くあります。 

4月からの新入社員や3月での退職者への対応など業務が重なることと思いますが、給与にも関わ

る重要な部分ですので、漏れや誤りのないように注意する必要があります。 

 ①被保険者負担 ②事業主負担 ③雇用保険料率 

一般の事業 4/1,000 7/1,000 11/1,000 

（27年度） 5／1,000 8.5／1,000 13.5／1,000 

農林水産、清酒製造の事業 5/1,000 8/1,000 13/1,000 

（27年度） 6／1,000 9.5／1,000 15.5／1,000 

建設の事業 5/1,000 9/1,000 14/1,000 

（27年度） 6／1,000 10.5／1,000 16.5／1,000 
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社 会 福 祉 法 の 改 正 に つ い て ⑤    

公益・社会福祉法人 

 今回は、月刊グローバル平成28年3月号に引き続き、平成28年3月31日に衆議院本会議にて可決成立

した社会福祉法の改正における今後のスケジュールについて、ご説明いたします。                   

Ǔ Ы ˲̴̬̳͠ͻͦǕ 

◆H28.4.1施行：地域公益活動の実施、財務諸表の公表、指導監督の見直し･権限移譲、退職手当 

        制度の見直し 

◆H29.4.1施行：経営組織のガバナンス強化(評議員会等)、財務規律の強化(社会福祉充実計画等)  

年度 月 法 人 

平成

28

年 

4～6 
◇旧評議員会・旧理事会⇒決算、定款変更(所轄庁変更に関する事項)  

・現況報告書等の届出(～H28.6.30) 

 

◇旧評議員会・旧理事会 

 ⇒定款変更(H29.4.1施行に関する事項：新評議員の選任方法等ȣ 

   →H29.3.31までにあらかじめ新評議員を選任(任期H29.4.1～)  

3 ・現評議員の任期満了(H29.3.31) 

平成

29

年 

4～6 

・新評議員の任期開始(H29.4.1～)  

○新理事会(旧役員)⇒決算、社会福祉充実計画、役員等報酬基準 

            新役員案(・会計監査人案)  

○新評議員会⇒決算、社会福祉充実計画、役員等報酬基準 

        新役員（会計監査人）の選任→任期開始(現役員任期満了 ȣ、3 

・社会福祉充実計画の申請(～H29.6.30) 

・現況報告書、役員等名簿・役員等報酬基準の届出(～ =ȣ 

（平成28年3月3日 厚労省 社会･援護局関係主管課長会議資料：福祉基盤課より） 

○新評議員会：改正法に基づく、必置の議決機関としての評議員会 新理事会：改正法に基づく理事会 

◇旧評議員会：現行法に基づく、任意の諮問機関としての評議員会 旧理事会：現行法に基づく理事会 

5 

上記スケジュールのとおり、平成28年度は定款変更や新評議員の選任、平成29年度は新役員の

選任や社会福祉充実計画の申請も始まるなど、社会福祉法改正内容の把握及び事前の準備が必要

不可欠となります。社会福祉法改正に係る準備については、今後巡回監査や研修会等でご支援し

ていきます。個別の研修会等についてご要望がありましたら監査担当者までお気軽にお問い合わ

せください。 ϥᵃ ϫύׁש Ӵ 

 ※1 : 新評議員の選任方法等を定款に盛り込むため、定款変更が必要となります。 

      評議員の選任方法ですが、改正法第39条に「評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する

者のうちから、定款の定めるところにより、選任する」とあり、定款に評議員の選任に関する規定を置く必要

があります。しかし、同法31条第5項には「理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め

は、その効力を有しない」とあり、理事会において評議員を選任することはできません。そのため、選任の１つ

の方法案として選定委員会を法人の中に位置付け、そこで評議員を選ぶという方法が過去の公益法人制度

改革の際に示されていたことから、今回も同様の取り扱いが示される可能性があります。 

 ȣ2 : 新役員・新評議員の任期は、改正社会福祉法成立後は、上記の表にもあるとおり、定時評議員会(4月～6月)  

で選任された時から任期が始まり、任期の最終事業年度の定時評議員会の終結の時までが任期となります。 

 ȣ =： 新評議員会で新役員の選任を行いますが、その後選任された新理事にて理事会を開き、新理事の中から    

   代表理事(新理事長)を選任することが必要となります。 

  

      

ȣ4Ǒ ὂḣ ˯ ˝̏ ϥ Ḉ˳ʯ ̏˝ו ˲4 1 ỳ˲ ϥ Ḉ̖ ˝̏˗ˬ˯ˮ̎̂˝˲

˫ʯΰ ȣ3˫ П˙̐ˣ ϥ ˫˳ˮ˓ʯᾔ ᴊ˲ ϥ Ḉ̖ ˛̂˝ʰ 
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2 0 1 6 年 後 継 者 問 題 に 関 す る 企 業 の 実 態 調 査    
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事業承継 

Ы ḃMƽA ║  

 前号では「全国社長分析」について掲載し、

社長様の平均年齢が59.2才であり1990年以来一

貫して上昇していることについて紹介しまし

た。この上昇は、事業承継が進まず社長交代率

が改善しないことがその一因となっています。 

 本号では2016年2月に帝国データバンクより

発表された「後継者問題に関する企業の実態調

査」について、その内容と関連するデータにつ

いてご紹介したいと思います。  

ᵰ2016 כ  2014  2011  

ˆ̎ 33.9% 34.6% 34.1% 

ˮ˛ 66.1% 65.4% 65.9% 

ỵἬ2016 ק  2014  2011  

ᵢ  74.0Ƽ 72.8Ƽ 71.8Ƽ 

ᵢ 64.0Ƽ 65.0Ƽ 65.3Ƽ 

 67.4Ƽ 66.3Ƽ 67.9Ƽ 

ᵢ  55.7Ƽ 56.8Ƽ 56.4Ƽ 

ρ  66.5Ƽ 65.6Ƽ 65.6Ƽ 

 68.7Ƽ 68.7Ƽ 68.6Ƽ 

ρỡ 71.1Ƽ 71.1Ƽ 71.3Ƽ 

ỗỡ 50.7Ƽ 48.7Ƽ 49.0Ƽ 

ϗׂ59.9 שƼ 57.7Ƽ 57.7Ƽ 

 66.1Ƽ 65.4Ƽ 65.9Ƽ 

 地域別でみていきますと、以下の通りで前

回、前々回同様、北海道が最も後継者が決まっ

ていない地域となっています。全国では、後継

者がいるのは「3社に1社」でしたが、北海道に

おいては「4社に1社」となっています。  

 また、事業承継を積極的に捉える「戦略的事

業承継」（2016年第1号）の考え方を適用し、

事業承継は変革を行う適時として捉え、自社の

成長戦略を描く際に「経営戦略を考えたとき誰

が適任か」という視点で事業承継に取り組む企

業も増加してきています。 

 ただし、親族外承継を行う場合にクリアすべ

きハードルは親族内承継を行う場合と比較して

まだ高く、下記のような課題があります。 

（参考文献）  ֿבỡ͂ͻ̺̪͋ͮ  ỡ͆͠ͻ̴בֿ 

28 2 29  ʹ2016 Ṳ ˯

˝̏Т ˲₲ ʺ 

 今回の調査では「後継者がいない」とした会

社が66.1％となり、前回2014年の調査に比較し

て0.7ポイント悪化しました。後継者がいるの

は、全企業中3社に1社ということになりまし

た。  

1.後継者問題 

 また、「後継者不在率」を業種別でみると、

サービス業（71.3％）、建設業（70.9%）、不

動産業（68.9％）が高い水準となっておりま

す。 

2.後継者の属性 
 今回の調査では、親族外の方を後継者とする

割合が32.4％となっており、前回30.7％、前々

回26.6％と調査を重ねるごとにその割合が増加

しています。 

これには次のような原因が考えられます。 

◆親族外承継に対する社会の理解が進んだこと 

◆事業承継税制が親族外承継に対しても適用 

 可能となる等、政府支援のバックアップの幅が 

 広がってきたこと 

◆中小企業におけるＭ＆Ａに対する嫌悪感が 

 薄らいできていること 等 

◆株式の買い取り 

◆金融機関保証の保証能力 

◆取引先との関係維持 

◆リーダーシップの発揮 等 

 親族外承継を検討する際にはより慎重な承継

対策の設計が必要となりますので、親族外承継

をお考えの方は監査担当者に早めにご相談頂く

ことをおすすめします。 

後継者属性の推移 

2011年 

2014年 

2016年 

0% 20% 40% 60% 

10.9% 38.4% 19.9% 30.7% 

8.9% 38.60% 20% 32.4% 

16.8% 37% 19.7％ 26.6％ 

80% 100% 

配偶者 子供 親族 非同族 
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3.個人賠償責任保険の加入方法と保険料 

 この保険の特徴は、保険料の安さだけではな

く、対象となる人の範囲が広い点です。通常は

以下のとおりです。  

個 人 賠 償 責 任 保 険 に つ い て    
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リスクマネジメント 

 また1世帯1人が加入していれば、ほぼ同居の

家族全員の補償をカバーできます。夫婦で重複し

て加入する必要がなく、家族型に入らなければ

ならないということもありません。  

 個人賠償責任保険は、他の保険に特約で付帯

するのが一般的です。「他の保険」とは、代表

的な保険は、火災保険や自動車保険です。積立

型の火災保険や傷害保険にも個人賠償責任保険

の特約を付けることができます。個人賠償責任

保険は特約で付けるものになりますので主契約

を解約すると、同時に個人賠償責任保険もなくな

ります。   

2.個人賠償責任保険の対象となる人  

◆本人 

◆配偶者 

◆同居の親族 

◆生計を一にする別居の未婚の子 

 （仕送りを受けている学生等）  

◆マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下 

 に水漏れ。 

◆飼い犬が散歩中、通りがかった人に噛みついて 

 ケガをさせた。 

◆買い物に行った際、誤って商品を落として 

 壊してしまった。  

◆スキーをしていて人にケガをさせた。 等 

5.個人賠償責任保険の対象外のケース   

1.個人賠償責任保険とは 

 個人またはその家族が、日常生活で誤って他

人にケガをさせたり他の人の物を壊したりし

て、損害賠償金や弁護士費用等を負担した場合

の損害を補償する保険です。 

契約者 Ａ氏  家族構成 Ａ氏、妻、子供 

保険加入状況 自動車（特約） 火災 傷害 

子供がキャッチボールをしていた際、 

窓ガラス（１００，０００円相当）を誤って 

壊してしまった時の支払事例 

і 

【請求内容の流れ】    

1.保険会社又は代理店へ連絡し状況を説明し、 

  保険金請求を取付けます。 

2.窓ガラスの弁償代金の領収書を保管し、 

  保険金又は代理店担当者にお渡しする。        

  （保険金請求を含む） 

3.着金になります。（1ヶ月～2ヶ月程度） 

 さまざまな場合が考えらえますが、例えば次

のようなケースです。    

4.補償の対象となる事故やトラブル   

他の事例については以下のとおりです。    

◆個人賠償保険は重複加入に注意 

◆重複していても保険は2倍にならない 

 損害保険には『利得禁止の原則』が基本原則と

なっており、損害保険は生じた損害を補償する

ことを目的としているため、保険金の支払に

よって利益を得ることはできないのです。 

 保険料については、火災保険などに特約で加

入する場合、保険金額1億円で月100円程度で

す。 Ы ͻ ► ḣּה  

  今一度、加入している保険に「個人賠償責任

保険」が付帯しているか確認してみましょう。  

◆職務の遂行中の賠償事故。 

 （職務中の為） 

◆闘争行為（ケンカ等） 

 （責任所在不明の為） 

◆他人から借りた物を壊した場合の賠償事故。 

 （借りた物は現在所有している人の所有物の為） 

◆同居の親族に対する損害賠償。 等 

 (同居の親族の所有物の為）    
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【さくらマネジメントグループ】 

株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

有 限 会 社  札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

清 平 秀 幸 公 認 会 計 士 事 務 所 

一 般 社 団 法 人  道 央 相 続 支 援 セ ン タ ー  

（編集発行） 
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8 

Ｔ Ｏ Ｉ Ｃ Ｓ Ｐ 
北海道新幹線の開業とその後 

 平成28年3月26日に北海道新幹線が開業しました。開業日には北海道各地で記念イベントが行

われ、テレビ等でも北海道新幹線が取り上げられ、お祭りムード一色となりました。 

 しかし、当初からの予想どおり乗車率が低迷しています。ＪＲ北海道の発表によると開業日の

3月26日の乗車率は61％、翌日27日は37％さらに平日の28日は31％にまで下がっており、4月

10日までの16日間の1日当たりの平均乗車率は27% に留まっています。 

 在来線に比べると大幅に増加していますが、新幹線の開業直後の乗車率としては厳しい状況と

なっています。 

℅  Ϧ  

乗車率低迷の要因  

 現状での新幹線発着が新函館北斗駅となっており札幌までの延伸は15年後の2031年となって

いることがあります。今のところ札幌から東京へのビジネス利用等を考えると在来線か飛行機を

使って函館まで行く必要があり、敢えて時間をかけて函館まで行くより飛行機を使った方が効率

的となり、新幹線を使うメリットが少ない状況です。 

 従って、利用客は観光目的で新幹線を利用する観光客や青森と函館を移動する一部の人の利用

に留まっているため乗車率が低迷していると思われます。乗車率アップのためには、早期に札幌

までの延伸が望まれるところです。  

4時間の壁   

 新幹線等の高速鉄道は原則として4時間を超えると

飛行機に対抗できないと言われており、さらに高速

鉄道が有利な状況で競争できるのは3時間以内でなけ

ればなりません。 

 現在の北海道新幹線の所要時間は東京―函館間が

約4時間、仙台―函館間が2時間30分となっていま

す。札幌まで延伸された場合これに約1時間が加算さ

れますので、東京までは約5時間という予想です。  

今後について    

 道民の多くが待ち望んでいた北海道新幹線です。開業効果をいかに持続させ観光客の増加に結

びつけるかが重要となってきます。  

開業日の新函館北斗駅の様子 


